
川越地区消防局・川越北消防署新庁舎什器（更衣ロッカー） 

仕様書 

 

 この仕様書は、川越地区消防局・川越北消防署新庁舎で使用する什器（更衣ロッカー）
の購入に関する事項を示したものである。業務を行うにあたっては、契約書、本仕様書及
びその他関係法令を遵守すること。 
 
１ 総 則 

⑴ 調達物品の名称等 

   更衣ロッカー 
⑵ 納入期限  

契約締結日から令和８年３月１９日（木）まで 
⑶ 納入場所  

川越市御成町地内 
   川越地区消防局・川越北消防署新庁舎 
 ⑷ 検  収 

・全ての物品の納入が完了後、管理責任者が立会いのうえ、発注者が納入物品の検収
を行うこととし、発注者の検査の合格をもって検収完了とする。  

・検査に合格し、物品の引き渡しを完了したときは、書面により発注者に対して契約
代金の支払を請求すること。 

⑸ 仕様書等に関する疑義  
本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議決定するものとする。 

⑹ 保 証  

   検収後であっても製品の不良によるものは、無償にて修理又は交換すること。 
⑺ 問い合わせ先等 

   川越地区消防局新消防庁舎建設準備室 
    川越市神明町４８番地４ ３Ｆ 
    電話：049-226-7410 
 
２ 仕 様 等 

 ⑴ 仕 様 

・什器については別添１のとおり。 
・別添１に記載のある什器の色については、あくまでも参考であり、受注者決定後

に同価格帯のものから協議するものとする。 



・ダイヤル錠については、全て同一の非常開錠キーに対応しているものとし、非常
開錠キーを２本用意するものとする。 

⑵ 設置場所 

   別添２のとおり。（図面において赤色で示した場所） 
・組み立ては確実に行い、受注者の最終確認を行うこと。 
・設置に当たっては転倒防止措置を講じること。 
・図面に図示されていない物は受注者決定後に協議するものとする。 

 

３ 物品納入に関する全般的な留意事項  
・納入物品については、同一メーカーで統一すること。 
・納入物品は新品であること。なお、納入物品は梱包状態で搬入し、受注者の立ち

合いのもと開封すること。 
・納入物品の運搬、組み立て、設置等に係る納入管理は受注者の負担で行うこと。  
・受注者は、当納入の管理を行う責任者、及び発注者との連絡調整を行う者として、

管理責任者を配置すること。 
・納入物品が引渡期日までに廃番もしくは規格変更になる場合は、その理由を書類に

て提出し、後継品等の資料を提出し発注者の了承を得ること。なお、後継品等につ
いては、同等以上の機能及び性能を有すること。 

・梱包資材及び養生資材等は、受注者の責任において処分すること。  
・納入物品の搬入時は建物・器物破損を防止するための措置を講じること。なお、建

物内及び敷地内の施設等に損壊を与えた場合は、速やかに発注者に報告するととも
に、受注者側の負担において原状回復するものとする。  

・本仕様書に明記されていない事項については、発注者と協議をすること。 
・付属品等は、全て納入することとする。 
・納品に当たっては、使用可能な状態で納品すること。 

 
４ その他の指示 

⑴  安全管理  

 ・機器の設置にあたり、受注者は管理責任者を定め、法に定める資格を要する作業に
ついては、有資格者を確保して作業するものとする。  

・指定場所以外での喫煙及び作業に直接関係ない場所への立ち入りを禁止する。 
・事故の防止については万全の注意を払うものとする。万一事故が発生した場合は、

発注者に報告するとともに受注者側の責任において処理するものとする。 
・納入場所は他の工事を実施している可能性があるため、納入及び作業日について

は、発注者等と調整を図るものとする。 
・作業の実施に当たっては、９時００分から１６時００分までの平日とし、その時間

を超える場合は、発注者と調整によるものとする。 



⑵ 提出書類 

 ・納入物品金額一覧表 
・機器の取り扱いマニュアル 

 



別添　１



別添　２










